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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が、システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信し、
　前記端末が、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームの後
続のサブフレームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセスリソースを含む最初のサ
ブフレームを決定し、
　前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信したサブフレームとの時差が、前記端末の物理層によって規定された遅延であるｋ
以上であることであり、
　前記端末が、前記最初のサブフレームからランダムアクセスリソースを含むサブフレー
ムの選択を開始し、
　前記条件Ａに合うサブフレームは、無線フレームＮのサブフレームｎの後のサブフレー
ムであり、
　前記Ｎは、以下の式（１）の条件を満たし、前記ｎは、以下の式（２）の条件を満たし
、
【数１】

　ｎ＝（ｍ＋ｋ）％１０　　　（２）
　前記Ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信した無線フレームであり
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、前記ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームである
　ことを特徴とするランダムアクセスリソースの選択方法。
【請求項２】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネルマスク
インデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーし、
　前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームは、物理ランダムアクセスチャネル
配置インデックス、前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス及び前記物理
ランダムアクセスプリアンブルインデックスによって決められ、
　前記物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスは、前記端末によりシステムメッ
セージまたはハンドオーバーシグナルから取得され、
　ランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する範囲は、前記最初のサブフレ
ームである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネルマスク
インデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーし、
　前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームは、物理ランダムアクセスチャネル
配置インデックス、前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス、前記物理ラ
ンダムアクセスプリアンブルインデックス及びアップ・ダウンリンク配置インデックスに
よって決められ、
　物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスとアップ・ダウンリンク配置インデッ
クスは、前記端末によりシステムメッセージまたはハンドオーバーシグナルから取得され
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくない場合、前記端
末がランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は、前記最初のサ
ブフレームであり、
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、前記端末が
ランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は、前記最初のサブフ
レーム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームである
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ｋは、６ミリ秒に等しい
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　ランダムアクセスリソースを選択する端末であって、
　システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信する受信モジュー
ルと、
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームの後続のサブフレ
ームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセスリソースを含む最初のサブフレームを
決定するサブフレーム選択モジュールと、
　前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信したサブフレームとの時差が、前記端末の物理層によって規定された遅延であるｋ
以上であることであり、
　前記最初のサブフレームからランダムアクセスリソースを含むサブフレームの選択を開
始するリソース選択モジュールとを備え、
　前記条件Ａに合うサブフレームは、無線フレームＮのサブフレームｎの後のサブフレー
ムであり、
　前記Ｎは、以下の式（１）の条件を満たし、前記ｎは、以下の式（２）の条件を満たし
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、
【数２】

　ｎ＝（ｍ＋ｋ）％１０　　　（２）
　前記Ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信した無線フレームであり
、前記ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームである
　端末。
【請求項７】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネルマスク
インデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーし、
　前記受信モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスをキャリーす
るシステムメッセージまたはハンドオーバーシグナルを受信する
　ことを特徴とする請求項６に記載の端末。
【請求項８】
　物理ランダムアクセスチャネル配置表と物理ランダムアクセスチャネルマスクインデッ
クス表を記憶する記憶モジュールと、
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル、前記システムメッセージまたはハンドオ
ーバーシグナルと、前記記憶モジュールとに応じて、ランダムアクセスリソースを含むサ
ブフレームを決定する分析モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載の端末。
【請求項９】
　前記最初のサブフレームが前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームから選択
され、
　前記リソース選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択す
る範囲は、前記最初のサブフレームである
　ことを特徴とする請求項８に記載の端末。
【請求項１０】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスプリアンブルイ
ンデックスと物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスをキャリーし、
　前記受信モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスとアップ・ダ
ウンリンク配置インデックスをキャリーするシステムメッセージまたはハンドオーバーシ
グナルを受信する
　ことを特徴とする請求項６に記載の端末。
【請求項１１】
　物理ランダムアクセスチャネル配置表、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデッ
クス表及びアップ・ダウンリンク配置表を記憶する記憶モジュールと、
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル、前記システムメッセージまたはハンドオ
ーバーシグナルと、前記記憶モジュールとに応じて、ランダムアクセスリソースを含むサ
ブフレームを決定する分析モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記最初のサブフレームが前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームから選択
され、
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくない場合、前記リ
ソース選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範
囲は、前記最初のサブフレームであり、
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、前記リソー
ス選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は
、前記最初のサブフレーム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームである
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　ことを特徴とする請求項１１に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー無線通信システムに関し、特に、端末がセルラー無線通信システム
にランダムにアクセスするときのランダムアクセスリソースの選択方法及び端末に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　図１に示すように、セルラー無線通信システムは、主に端末、基地局及びコアネットワ
ークから構成される。基地局からなるネットワークは、無線アクセスネットワーク（Radi
o Access Network、RANと略称）と称され、アクセス層の業務、例えば無線リソースの管
理を担当する。
【０００３】
　実際には、各基地局の間は、物理的または論理的に接続されている。例えば図１では、
基地局１と基地局２との間、または基地局１と基地局３との間が接続されている。各基地
局は、1つまたは1つ以上のコアネットワーク（Core Network、CNと略称）ノードと接続さ
れる。
【０００４】
　コアネットワークは、非アクセス層の業務、例えば位置の更新などを担当し、そして、
コアネットワークは、ユーザインターフェイスのアンカーポイントとされる。端末（User
 Equipment、 UEと略称）とは、セルラー無線通信ネットワークと通信することができる
各種の装置であり、例えば携帯電話またはノートパソコンなどである。
【０００５】
　長期発展型（Long Term Evolution、 LTEと略称）においてランダムアクセス過程につ
いて詳しく説明する。物理層ランダムアクセス過程は、主に物理ランダムアクセスプリア
ンブルの送信とランダムアクセス応答の受信とを含む。物理ランダムアクセスチャネル（
Physical Random Access Channel、PRACH）は、物理ランダムアクセスプリアンブル（ran
dom access preamble）を伝送することに用いられる。端末は、物理ランダムアクセスプ
リアンブルを送信する前に、PRACHリソースを選択する必要がある。
【０００６】
　ここでのPRACHリソースは、アップリンクチャネル時間・周波数領域の無線リソースで
あり、周波数領域で６RB（無線ブロック）を占拠し、時間領域で１～３つのサブフレーム
を占拠する。時間領域で占拠される期間は端末が送信した物理ランダムアクセスプリアン
ブルのフォーマットと関係がある。
【０００７】
　端末は、時間領域と周波数領域におけるPRACHリソースの最初のサブフレームの位置を
選択することでPRACHリソースを選択する。この選択過程に関連する２つの主要な配置パ
ラメーターは、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH configuration 
index）と物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス（PRACH Mask Index）であ
る。
【０００８】
　端末は、システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルによって物理ランダムアク
セスチャネル配置インデックス（PRACH configuration index）を受信できる。PRACH配置
インデックスは、１セットの配置パラメーターの組合せに対応し、PRACHフォーマット、P
RACH密度（各無線フレーム中に配置されたPRACHの数）及び各PRACHを送信するための時間
領域の位置（周波数分割複信（Frequency Division Duplex、FDD）では、当該インデック
スは、PRACH時間領域におけるスターティングサブフレーム番号に直接に対応する）、ま
たは時間領域配置のバージョン番号（時分割複信（Time Division Duplex、TDD）では、
当該インデックスは、時間領域におけるいくつかの異なるマッピング方式のバージョン番
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【０００９】
　LTE FDDシステムでは、周波数領域に多くとも１本のPRACHが配置され、無線フレームに
は多くとも１０本のPRACHが含まれ、PRACHは、時間領域で全て分離される。周波数領域に
位置する全てのPRACHは、同じであって、基地局により統一的に配置される。LTE TDDシス
テムでは、各無線フレーム内に多くとも６本のPRACHが含まれ、PRACHは、先に時間領域で
マッピングされ、後に周波数領域でマッピングされる。時間領域でPRACHは重複しないこ
とを前提として、時間領域多重化を通じた配置PRACH密度の搬送にとって時間領域リソー
スが不十分である場合、多数のPRACHは周波数領域で多重化される。表１及び表２には、
それぞれFDD及びTDDシステムの物理ランダムアクセス配置表が示されている。
【００１０】
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【００１１】
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【表２】

【００１２】
　配置インデックスが与えられ、PRACHを送信するためのサブフレームが既知である場合
、端末は、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス（PRACH Mask Index）を使
用して当該配置インデックス上の１つの無線フレーム内の利用可能なPRACHリソースを指
摘する。
【００１３】
　競争に基づくランダムアクセスの場合、端末は、自動的にマスクインデックスを０に設
定する。これは、現在のセルにより配置されたPRACH配置インデックス上のすべてのラン
ダムアクセスリソースを端末が選択可能であることを意味する。
【００１４】
　非競争に基づくランダムアクセスの場合、基地局は、マスクインデックスを指定する。
【００１５】
　表３及び表５には、FDDとTDDシステムにおけるPRACHリソースを示すマスクインデック
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ムアクセスリソース上の最初のサブフレームの相対シーケンス番号を表している。
【００１６】
　FDDでは、PRACHインデックスは、サブフレーム番号の順番に応じて決められるが、TDD
では、PRACHインデックスは、先に時間領域で決定され、後に周波数領域で決定される。
【００１７】
【表３】

【００１８】
　TDDでは、１つの無線フレーム内にアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレ
ームが同時に存在し、一方で、PRACHリソースはアップリンクサブフレームのみに存在す
る。従って、その無線フレームのアップ・ダウンリンク配置（UL/DL configurations）を
考慮しなければならない。
【００１９】
　表４に示すように、端末は、システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルにより
無線フレームのアップ・ダウンリンク配置を得ることができる。さらに、そのPRACHリソ
ース（その周波数領域の分布について図２を参照）は、１つのクワッド（ｆＲＡ、ｔ０

Ｒ

Ａ、ｔ１
ＲＡ、ｔ２

ＲＡ）で識別される。
【００２０】
　ここで、ｆＲＡは、周波数領域の位置を示し、その数値範囲が[０、１、２、３、４、
５]とされる。ｔ０

ＲＡは時間領域の分布が奇数サブフレーム内であるか（ｔ０
ＲＡ＝２

）、偶数サブフレーム内であるか（ｔ０
ＲＡ＝１）、または奇偶数サブフレーム内である

か（ｔ０
ＲＡ＝０）を示す。ｔ１

ＲＡは、1つのフレームのPRACHの時間領域位置が前半フ
レーム内にあるか（ｔ１

ＲＡ＝０）、後半フレーム内にあるか（ｔ１
ＲＡ＝１）を示す。

ｔ２
ＲＡは、最初のアップリンクサブフレームの半フレームにおけるサブフレーム位置の

オフセット位置を示し、その数値は、アップ・ダウンリンク配置と関係がある。また、（
ｔ２

ＲＡ＝*）であると、PRACHがアップリンクパイロット時間スロット（UpPTS）内に位
置することを示す。
【００２１】
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【００２２】
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【表５】

【００２３】
　ネットワークがマスクインデックスを指定する状況については、主に２つの状況がある
。一つはハンドオーバー過程であって、端末がハンドオーバー命令を受信した後、ターゲ
ットセルでランダムアクセスを開始する時間が、例えば、RRC層の処理遅延等（物理層で
は他の制限はない）の様々な要素によって決められる。
【００２４】
　もう一つは、ネットワーク側にダウンリンクデータが到着され、ネットワークが端末が
アップリンク同期の状態にないと認めた場合、端末は、物理ダウンリンク制御チャネル（
Physical Downlink Control Channel、 PDCCH）シグナルによりランダムアクセス過程を
開始することをトリガする。端末がPDCCHシグナルを受信した上でランダムアクセスを開
始することに対しては遅延要求がある。PRACHリソースの選択は、メディアアクセス制御
（Media Access Control、MAC）層によって決められるので、PRACHリソースの選択時に、
MAC層が要求される遅延を考慮しないと、物理層で物理ランダムアクセスプリアンブルを
送信することができない。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明が解決しようとする技術課題は、ランダムアクセスの成功を保証するランダムア
クセスリソースの選択方法及び端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法は、
　端末が、システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信する。
　前記端末が、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームの後
続のサブフレームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセスリソースを含む最初のサ
ブフレームを決定する。
　前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信したサブフレームとの時差が、前記端末の物理層によって規定された遅延であるｋ
以上であることである。
　前記端末が、前記最初のサブフレームからランダムアクセスリソースを含むサブフレー
ムの選択を開始する。
【００２７】
　さらに、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネ
ルマスクインデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーする
。
　前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームは、物理ランダムアクセスチャネル
配置インデックス、前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス及び前記物理
ランダムアクセスプリアンブルインデックスによって決められる。
　前記物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスインデックスは、前記端末により
システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルから取得される。
　ランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する範囲は、前記最初のサブフレ
ームである。
【００２８】
　さらに、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネ
ルマスクインデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーする
。
　前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレームは、物理ランダムアクセスチャネル
配置インデックス、前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス、前記物理ラ
ンダムアクセスプリアンブルインデックス及びアップ・ダウンリンク配置インデックスに
よって決められる。
　物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスとアップ・ダウンリンク配置インデッ
クスは、前記端末によりシステムメッセージまたはハンドオーバーシグナルから取得され
る。
【００２９】
　さらに、前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくない場合
、前記端末がランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は、前記
最初のサブフレームである。
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、前記端末が
ランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は、前記最初のサブフ
レーム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームである。
【００３０】
　さらに、前記条件Ａに合うサブフレームは、無線フレームＮのサブフレームｎの後のサ
ブフレームである。
　前記Ｎは、以下の式（１）の条件を満たし、前記ｎは、以下の式（２）の条件を満たす
。
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【００３１】
【数１】

　ｎ＝（ｍ＋ｋ）％１０　　　（２）
　前記Ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信した無線フレームである
。前記ｍは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームである
。
【００３２】
　さらに、前記ｋは、６ミリ秒に等しい。
【００３３】
　本発明に係る端末は、受信モジュール、サブフレーム選択モジュール及びリソース選択
モジュールを備え、ランダムアクセスリソースを選択する。
　前記受信モジュールは、システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信する。
　前記サブフレーム選択モジュールは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受
信したサブフレームの後続のサブフレームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセス
リソースを含む最初のサブフレームを決定する。
　前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信したサブフレームとの時差が、前記端末の物理層によって規定された遅延であるｋ
以上であることである。
　前記リソース選択モジュールは、前記最初のサブフレームからランダムアクセスリソー
スを含むサブフレームの選択を開始する。
【００３４】
　さらに、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネ
ルマスクインデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーする
。
　前記受信モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスをキャリーす
るシステムメッセージまたはハンドオーバーシグナルを受信する。
【００３５】
　さらに、前記端末が記憶モジュールと分析モジュールとをさらに備える。
　前記記憶モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置表と物理ランダムアクセス
チャネルマスクインデックス表を記憶する。
　前記分析モジュールは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル、前記システムメ
ッセージまたはハンドオーバーシグナルと、前記記憶モジュールとに応じて、ランダムア
クセスリソースを含むサブフレームを決定する。
【００３６】
　さらに、前記最初のサブフレームが前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレーム
から選択される。
　前記リソース選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択す
る範囲は、前記最初のサブフレームである。
【００３７】
　さらに、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスプリア
ンブルインデックスと物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスをキャリーする
。
　前記受信モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスとアップ・ダ
ウンリンク配置インデックスをキャリーするシステムメッセージまたはハンドオーバーシ
グナルを受信する。
【００３８】
　さらに、前記端末が記憶モジュールと分析モジュールとを備える。



(13) JP 5380552 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　前記記憶モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置表、物理ランダムアクセス
チャネルマスクインデックス表及びアップ・ダウンリンク配置表を記憶する。
　前記分析モジュールは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル、前記システムメ
ッセージまたはハンドオーバーシグナルと、前記記憶モジュールとに応じて、ランダムア
クセスリソースを含むサブフレームを決定する。
【００３９】
　さらに、前記最初のサブフレームが前記ランダムアクセスリソースを含むサブフレーム
から選択される。
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくない場合、前記リ
ソース選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範
囲は、前記最初のサブフレームである。
　前記物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、前記リソー
ス選択モジュールがランダムアクセスリソースを含むサブフレームを選択する時間範囲は
、前記最初のサブフレーム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームである
。
【発明の効果】
【００４０】
　従来技術に比べ、本発明に係るランダムアクセスリソースを選択する方法及び端末は、
ランダムアクセスリソースの選択において、物理ランダムアクセスチャネル配置インデッ
クス及び物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスの制限と、上記物理層の遅延
制限とが考慮される。そして、物理層の遅延の衝突を避けるために、MAC層が、ランダム
アクセスリソースが決定されるより前に判断を下す。これにより、本発明は、ランダムア
クセスの成功を保証することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、従来技術におけるセルラー無線通信システムの構造図である。
【図２】図２は、TDD-PRACHsの周波数領域リソースの分布を示す図である。
【図３】図３は、本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法のフローチャートで
ある。
【図４】図４は、第１実施形態におけるプリアンブルを送信するサブフレームの構造図で
ある。
【図５】図５は、第２実施形態におけるプリアンブルを送信するサブフレームの構造図で
ある。
【図６】図６は、第３実施形態におけるプリアンブルを送信するサブフレームの構造図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　従来技術では、ネットワーク側がPDCCHシグナルによりランダムアクセスを開始する端
末をトリガするとき、物理層は、PDCCHシグナルを受信した後の端末の処理遅延に対する
要求がある。しかしながら、上層MAC層プロトコルにおいてランダムアクセスリソースを
選択するとき、このような制限は考慮されていない。上層のランダムアクセスリソースを
選択する過程は、以下のとおりである。
【００４３】
　端末がある時点（無線フレームＭにおけるサブフレームＧ）に物理ランダムアクセスプ
リアンブルを送信したとすると、端末は、そのサブフレームの後のPRACHを含む利用可能
なサブフレーム（PRACHリソースの最初の無線サブフレーム）を選択する。その後、端末
は、当該PRACHリソース上で物理ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【００４４】
　上述のように、１つの無線フレーム内の利用可能なPRACHリソースは、物理ランダムア
クセスチャネル配置インデックス（PRACH configuration index）と物理ランダムアクセ
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スチャネルマスクインデックス（PRACH Mask Index）によって与えられた制限に従うべき
である。
【００４５】
　TDDシステムでは、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０である場合
、上記の方法によって最初のサブフレームが指定された後、端末は、有限の数のサブフレ
ーム時間内に、均等な確率で周波数領域を再選択する。これは、物理ランダムアクセスチ
ャネルマスクインデックスが０である場合、１つのサブフレームの時間範囲内で周波数領
域における複数のサブフレームが存在するからである。
【００４６】
　送信された物理ランダムアクセスプリアンブルがネットワークによって決められ、かつ
、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくないとすると、端末は
、単に最初のサブフレームの時間範囲で選択を行なう。また、物理ランダムアクセスプリ
アンブルが端末自身によって決められたとすると、端末は、与えられたサブフレーム及び
当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレーム内で選択を行なう。
【００４７】
　物理ランダムアクセスプリアンブルの送信時間についての物理層及び上層の説明から分
かるように、物理ランダムアクセスプリアンブルがネットワークにより配置されたとき、
MAC層は、選択過程で、単に、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス及び物理
ランダムアクセスチャネルマスクインデックスの制限を考慮するだけであり、上記の物理
層の遅延制限を考慮していなかった。
【００４８】
　ダウンリンクデータが到着する場合について、端末がPDCCHシグナルを受信した後、MAC
層が選択したPRACHを含むサブフレームが、PDCCHシグナルを受信したサブフレームの物理
層によって規定された遅延（例えば、６ミリ秒）以内であるとき、物理層は、ダウンリン
クデータを送信することができず、結果として、ランダムアクセスの送信が失敗する。
【００４９】
　本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法及び端末の主旨は、ランダムアクセ
スリソースを選択するとき、同時に端末の物理層の規定された遅延を考慮して、ランダム
アクセスの送信成功を保証することにある。
【００５０】
　図３に示すように、本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法は、以下のステ
ップを含む。
【００５１】
　ステップ３０１において、端末は、システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネ
ルシグナルを受信する。
【００５２】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネルマスク
インデックスと物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーする。
【００５３】
　ステップ３０２において、前記端末は、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを
受信したサブフレームの後続のサブフレームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセ
スリソースを含める最初のサブフレームを決定する。
【００５４】
　前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
を受信したサブフレームとの時差がｋ以上であることである。このｋは、前記端末の物理
層によって規定された遅延であり、ｋは、LTEシステムのために、６ミリ秒以上とされる
。また、各無線フレームは、１０個のサブフレームを含む。
【００５５】
　端末がある時点（例えば、無線フレームＭ、サブフレームｍ）でダウンリンクシグナル
を受信し、端末がランダムアクセス過程を開始することを要求された場合、当該条件は、
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以下のような公式を採用して決定することができる。Ｎは、フレーム番号であり、ｎは、
サブフレーム番号である。
【００５６】
【数２】

　ｎ＝（ｍ＋ｋ）％１０
【００５７】
　ここで、L字形状の記号（左下限）と、そのL字形状の記号と対をなす逆L字形状の記号
（右下限）は、端数を切り捨てることを示し、％は、余りを求めることを示し、ｋは、物
理層によって規定された遅延、即ち、端末が選択した最初のPRACHリソースを含むサブフ
レームと端末がダウンリンクシグナルを受信したサブフレームとの時差がｋのサブフレー
ムであることを示す。
【００５８】
　上記の公式によれば、条件Ａに合うサブフレームは、無線フレームＮのサブフレームｎ
の後のサブフレームである。
【００５９】
　物理ランダムアクセスプリアンブルを送信するサブフレームは、利用可能なPRACHリソ
ースを含むサブフレームであるべきであり、FDDシステムでは、このようなサブフレーム
は、現在のセルにより配置された物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRAC
H configuration index）、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス（PRACH M
ask Index）及び物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスにより規定される。
【００６０】
　前記物理ランダムアクセスチャネル配置インデックスは、前記端末がシステムメッセー
ジまたはハンドオーバーシグナルから取得される。
【００６１】
　TDDシステムでは、このようなサブフレームは、現在のセルにより配置された物理ラン
ダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH configuration index）、物理ランダム
アクセスチャネルマスクインデックス（PRACH Mask Index）、物理ランダムアクセスプリ
アンブルインデックス及びアップ・ダウンリンク配置インデックスにより規定される。
【００６２】
　前記物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス及び前記アップ・ダウンリンク配
置インデックスは、前記端末によりシステムメッセージまたはハンドオーバーシグナルか
ら取得される。
【００６３】
　ステップ３０３において、前記端末は、前記最初のサブフレームから、時間領域内及び
周波数領域内でランダムアクセスリソースを含むサブフレームを均等に選択し始める。
【００６４】
　TDDシステムでは、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくな
い場合、端末は、前記最初のサブフレームの時間範囲のみで選択を行なう。前記物理ラン
ダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、端末は、前記最初のサブフ
レーム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームにおいて、条件Ａに合いか
つランダムアクセスリソースを含む要求を考慮して、時間領域と周波数領域内で均等に選
択を行なう。
【００６５】
　FDDシステムでは、時間領域内及び周波数領域内でランダムアクセスリソースを含むサ
ブフレームを均等に選択する範囲は、前記最初のサブフレームである。
【００６６】
　以下、具体的な実施形態を参照しつつ、物理ランダムアクセスプリアンブルを送信する
サブフレームを選択する過程について詳しく説明する。
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【００６７】
「第１実施形態」
　第１実施形態では、FDDシステムであり、PRACH配置インデックス＝１０であり、PRACH
マスクインデックス＝０であり、プリアンブルインデックス！＝０であるとして説明する
。

【００６８】
　PDCCHシグナルは、無線フレームＭのサブフレームｍでランダムアクセス過程をトリガ
する。ここでｍ＝１である。物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH co
nfiguration index）が１０であり、PRACHマスクインデックス＝０である場合（表１と表
３を参照）、サブフレーム２、５、８で物理ランダムアクセスプリアンブルを送信するこ
とができる。
【００６９】
　下記の公式により条件Ａに合う最初のサブフレームが決められる。Ｎは、フレーム番号
であり、ｎは、サブフレーム番号である。
【００７０】
【数３】

　ｎ＝（１＋６）％１０＝７
【００７１】
　上記の式により分かるように、無線フレームＭのサブフレーム７及びサブフレーム７の
後のサブフレームは、物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
【００７２】
　FDDシステムでは、物理ランダムアクセスプリアンブルは、すべての限定条件を満足す
る最初のサブフレーム、即ち、無線フレームＭのサブフレーム８によって送信されるべき
である。最初のサブフレームの構造図は、図４に示すようなものである。
【００７３】
　「第２実施形態」
　第２実施形態では、FDDシステムであり、PRACH配置インデックス＝１４であり、PRACH
マスクインデックス＝０であり、プリアンブルインデックス＝０であるとして説明する。
【００７４】
　PDCCHシグナルは、無線フレームＭのサブフレームｍでランダムアクセス過程をトリガ
する。ここでｍ＝１である。物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH co
nfiguration index）が１４であり、PRACHマスクインデックスが０である場合、サブフレ
ーム０～９で物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
【００７５】
　下記の公式により条件Ａに合う最初のサブフレームが決められる。Ｎは、フレーム番号
であり、ｎは、サブフレーム番号である。
【００７６】

【数４】

　ｎ＝（１＋６）％１０＝７
【００７７】
　上記の式により分かるように、無線フレームＭのサブフレーム７及びサブフレーム７の
後のサブフレームは、物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
【００７８】
　FDDシステムでは、物理ランダムアクセスプリアンブルは、すべての限定条件を満足す
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る最初のサブフレーム、即ち、無線フレームＭのサブフレーム７によって送信されるべき
である。最初のサブフレームの構造は、図５に示されている。
【００７９】
　「第３実施形態」
　第３実施形態では、TDDシステムであり、アップ・ダウンリンク配置＝３であり、PRACH
配置インデックス＝１８であり、PRACHマスクインデックス＝０であり、プリアンブルイ
ンデックス＝０であるとして説明する。
【００８０】
　PDCCHシグナルは、無線フレームＭのサブフレームｍでランダムアクセス過程をトリガ
する。ここで、ｍ＝７である。物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH 
configuration index）が１８であり、PRACHマスクインデックスが０であり、UL/DL 配置
が３である場合（表２、表３、表４を参照）、周波数ｆ０及びｆ１にてサブフレーム２、
３、４で物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
【００８１】
　下記の公式により条件Ａに合う最初サブフレームが決められる。Ｎは、フレーム番号で
あり、ｎは、サブフレーム番号である。
【００８２】
【数５】

　ｎ＝（７＋６）％１０＝３
【００８３】
　上式により分かるように、無線フレームＭ＋１のサブフレーム３及びサブフレーム３の
後のサブフレームは、物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
【００８４】
　従って、選択された最初のサブフレームは、無線フレームＭ＋１のサブフレーム３であ
る。サブフレーム３、４及び５の周波数領域には、PRACHを含むサブフレームが４つ存在
し、UL/DL 配置＝３により分かるように、サブフレーム５がPRACHを含まないので、端末
は、サブフレーム３、４におけるPRACHを含む４つのサブフレームのいずれかの１つをラ
ンダムに選択することができ、例えば、サブフレーム４における周波数がｆ０であるサブ
フレームを選択する。このように、端末は、無線フレームＭ＋１のサブフレーム４のｆ０
におけるPRACHで物理ランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。サブフレ
ームの構造図は、図６に示すようなものである。
【００８５】
　上記の方法を実現するために、本発明に係る端末は、ランダムアクセスリソースを選択
する端末であり、受信モジュール、記憶モジュール、分析モジュール、サブフレーム選択
モジュール及びリソース選択モジュールを備える。
【００８６】
　前記受信モジュールは、システムから送られる物理ダウンリンク制御チャネルシグナル
と、システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルとを受信する。
【００８７】
　前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルは、物理ランダムアクセスチャネルマスク
インデックス及び物理ランダムアクセスプリアンブルインデックスをキャリーする。
【００８８】
　FDDシステムでは、前記システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルは、物理ラ
ンダムアクセスチャネル配置インデックスをキャリーする。
【００８９】
　TDDシステムでは、前記システムメッセージまたはハンドオーバーシグナルは、物理ラ
ンダムアクセスチャネル配置インデックスとアップ・ダウンリンク配置インデックスをキ
ャリーする。
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【００９０】
　前記記憶モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル配置表、物理ランダムアクセス
チャネルマスクインデックス表及びアップ・ダウンリンク配置表を記憶する。
【００９１】
　前記分析モジュールは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナル、前記システムメ
ッセージまたはハンドオーバーシグナル及び前記記憶モジュールに応じて、ランダムアク
セスリソースを含むサブフレームを決定する。FDDシステムでは、ランダムアクセスリソ
ースを含むサブフレームは、現在のセルにより配置された物理ランダムアクセスチャネル
配置インデックス（PRACH configuration index）、物理ランダムアクセスチャネルマス
クインデックス（PRACH Mask Index）及物理ランダムアクセスプリアンブルインデックス
により規定される。
【００９２】
　TDDシステムでは、ランダムアクセスリソースを含むサブフレームは、現在のセルによ
り配置された物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス（PRACH configuration in
dex）、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス（PRACH Mask Index）、物理
ランダムアクセスプリアンブルインデックス及びアップ・ダウンリンク配置インデックス
により規定される。
【００９３】
　記憶モジュールを検索する前に、端末は、物理ランダムアクセスプリアンブルインデッ
クスが０であるかを判断する必要がある。物理ランダムアクセスプリアンブルインデック
スが０である場合、競争に基づくランダムアクセスの場合であることが示され、物理ラン
ダムアクセスチャネルマスクインデックスの初期値に関わらず、物理ランダムアクセスチ
ャネルマスクインデックスを０に変更する。一方、物理ランダムアクセスプリアンブルイ
ンデックスが０でない場合、端末は、ダウンリンクシグナルにおける物理ランダムアクセ
スプリアンブルの初期値に応じて、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックス表
を検索する。
【００９４】
　前記サブフレーム選択モジュールは、前記物理ダウンリンク制御チャネルシグナルを受
信した後続のサブフレームから、条件Ａに合い、かつ、ランダムアクセスリソースを含む
最初のサブフレームを決定する。前記条件Ａは、前記最初のサブフレームと前記物理ダウ
ンリンク制御チャネルシグナルを受信したサブフレームとの時差がｋ以上であることであ
る。このｋは、前記端末の物理層によって規定された遅延であり、６ミリ秒以上とされる
。
【００９５】
　前記リソース選択モジュールは、前記最初のサブフレームから、時間領域内及び周波数
領域内でランダムアクセスリソースを含むサブフレームを均等に選択し始める。
【００９６】
　TDDシステムでは、物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスが０に等しくな
い場合、端末は、最初のサブフレームの時間範囲のみで選択を行なう。前記物理ランダム
アクセスチャネルマスクインデックスが０に等しい場合、端末は、条件Ａに合い、かつ、
ランダムアクセスリソースを含む要求を満足することを考慮して、前記最初のサブフレー
ム及び当該サブフレームの後の連続の２つのサブフレームで、時間領域内及び周波数領域
内において均等に選択を行なう。
【００９７】
　FDDシステムでは、前記リソース選択モジュールが時間領域内及び周波数領域内でラン
ダムアクセスリソースを含むサブフレームを均等に選択する範囲は、前記最初のサブフレ
ームである。
【００９８】
　以上の端末の受信モジュール、記憶モジュール、検索モジュールの機能は、物理層にお
いて実現され、サブフレーム選択モジュール及びリソース選択モジュールの機能は、MAC
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【００９９】
　本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法及び端末は、ランダムアクセスリソ
ースの選択において、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス及び物理ランダム
アクセスチャネルマスクインデックスの制限と、上記の物理層の遅延制限との両方が考慮
され、物理層での遅延における衝突を避けさけるために、ランダムアクセスリソースが決
定される前にMAC層が判断を行なう。これにより、ランダムアクセスの成功を保証するこ
とができる。
【０１００】
　上記のものは本発明の好適な実施形態に過ぎず、本発明はこれに限定されず、種々の変
更形態および変形形態が当業者によって可能である。また、特許請求の範囲に規定される
本発明の精神及び範囲に逸脱しない限り、あらゆる変更、均等な代替物、および改良が可
能であることを理解されたい。
【０１０１】
　従来技術に比べ、本発明に係るランダムアクセスリソースの選択方法及び端末は、ラン
ダムアクセスリソースの選択において、物理ランダムアクセスチャネル配置インデックス
及び物理ランダムアクセスチャネルマスクインデックスの制限と、上記物理層の遅延制限
との両方が考慮され、物理層での遅延における衝突を避けさけるために、ランダムアクセ
スリソースが決定される前にMAC層が判断を行なう。これにより、ランダムアクセスの成
功を保証することができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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